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公    告

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６

第１項及び竹田市契約事務規則（平成１７年竹田市規則第５９号）第２８条の規定に基づき公告する。

平成２８年３月１６日

竹田市長 首藤 勝次   

本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。

電子入札の取扱いは、この公告に定めるもののほか竹田市電子入札運用基準による。

第１ 競争入札に付する事項

１ 工 事 名 新竹田市立図書館建設工事

２ 工 事 場 所 竹田市大字竹田１９７９番地

３ 工 期 ３１０日間

４ 工 事 概 要

構造・規模：ＲＣ造、鉄骨造、一部ＳＲＣ造 地上２階建

延床面積：１５７７．６２ｍ2

用途：図書館
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第２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

１ 資格業種等

（格付け）

竹田市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査

の申請の時期（平成１７年竹田市告示第１０１号）により下記業種の入札参加資格認定

（格付け）を受けている者

建築一式工事 Ａ等級

２ 許可区分

（特定建設業許可）

特定建設業許可

要（  ○ ） 否（ ）

   建築一式工事について、建設業法第３条第１項第２号の規定により特定建設業

許可を受けている者。

３ 総合評定値

（Ｐ点）

適用（ ○ ）  不適用（ ）

建設業法第２７条の２９の規定に基づく総合評定通知書のうち建築一式工事に係

る総合評定値（Ｐ点）が１，１００点以上である者。

ただし、審査基準日が平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日の間で直近の

もの。（合併等により竹田市が入札参加資格の承継又は再認定を認めた場合はこの限り

でない。）

４企業の施工実績

平成１７年４月１日～平成２７年１２月３１日に延床面積２０００㎡以上の新築若

しくは増築工事（当該部分が新築の条件に合致すること）を請負い、履行した実績を

有すること。（工事は元請けで完成したものに限る。また、共同企業体の構成員とし

ての実績は出資比率が２０％以上のものに限る。）

５配置予定技術者の

施工経験等

次に掲げる基準をすべて満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。

（１）１級建築士又は１級建築施工管理技士の資格を有する監理技術者を当該工事に

専任で配置できること。

（２）監理技術者資格者証及び監理技術者修了証を有する者であること。  

（３）現場代理人又は監理技術者として、平成１７年４月１日～平成２７年１２月３１

日に延床面積２０００㎡以上の新築若しくは増築工事（当該部分が新築の条件

に合致すること）に従事した経験を有する者であること。（工事は元請けで完成

したものに限る。また、共同企業体の構成員としての実績は出資比率が２０％以

上のものに限る。）ただし、現場代理人については、上記に示した工事に従事し

た時に監理技術者等の資格を有している場合に限る。

（４）開札予定日以前３か月以上前に雇用された者であること。

６ 建設業法に基づく

本店等の所在地

九州内に建設業法に基づく主たる営業所（本店）又は契約について委任を受けた支店

営業所（支店等）があること。



3

第３ 入札手続等

１ 入札手続等の

担当課

〒８７８－８５５５

竹田市大字会々１６５０番地

竹田市契約検査室  電話 ０９７４－６３―１１１１ （内線１０７）

E-mail t-kensa@city.taketa.lg.jp

手 続 等 期 間・期 限 場 所 等

２ 設計図書等の

閲覧

平成２８年 ３月１７日（木）から

平成２８年 ４月 ７日（木）までの

土曜日、日曜日及び祝日等を除く毎日、

午前９時から午後５時まで

竹田市 建設課

※希望により、６５０ＭＢのＣＤ－ＲＯＭを

持参すれば、ＣＤ－ＲＯＭに収録したものを

渡すものとする。

３ 公告事項等に対す

る質問及び回答並

びに回答書の閲覧

（質問）

平成２８年 ３月１８日（金）から

平成２８年 ４月 １日（金）までの

土曜日、日曜日及び祝日等を除く毎日、

午前９時から午後５時まで

提出場所は上記１に同じ

提出方法は、書面（様式事由）を持参又は

電子メールにより提出すること。

郵送によるものは受け付けない。

（質問者への回答）

質問書の提出を受けた日の翌日から

起算して２日以内（土曜日、日曜日及び

祝日等の休日を含まない。）

質問者に対しては、書面により回答するも

のとする。

（回答書の閲覧）

質問書の提出を受けた日の翌日から起

算して２日以内（土曜日、日曜日及び祝

日等の休日を含まない。）から平成２８

年４月 ７日（木）までの土曜日、日曜

日及び祝日を除く毎日、午前９時から午

後５時まで。

閲覧場所は上記１に同じ

また、竹田市契約検査室ＨＰに掲載する。

https://www.city.taketa.oita.jp/bid/

４ 競争参加資格証明

資料（以下「証明資

料」という。）

証明資料の提出

要 （ ○ ） 否（  ）

平成２８年 ３月１７日（木）

午前９時から

平成２８年 ４月 ４日（月）

     午後５時まで

※電子入札システム以外の方法（事前

に承認を受けたものに限る）で提出する

場合

証明資料等は封書にし、厳封のうえ提

出すること。

証明資料等の提出日時は電子入札シ

ステムによるものと同じ。

この入札に参加を希望する者は、第２に掲げ

る競争参加資格を有することを証明するた

め、証明資料（別記様式１）を提出しなけれ

ばならない。

提出方法は、原則、電子入札システムによ

るものとし、添付するファイルは、ＰＤＦ形

式で保存されたものに限る。

証明資料は、第７により作成すること。

※電子入札システム以外の方法（事前に承

認を受けたものに限る）で提出する場合の

提出場所は、上記１に同じ。
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５ 入札書の提出等

入札書提出期間

平成２８年 ４月 ５日（火）

      午前９時から

平成２８年 ４月 ７日（木）

       午後５時まで

※紙入札（承認を受けたものに限る）の

場合

入札書は封書にし、厳封のうえ提出す

ること。

入札書の提出日時は電子入札システ

ムによるものと同じ。

提出方法は、原則、電子入札システムによ

るものとし、入札に当たっては、別紙様式４

の「入札に当たっての注意事項」を遵守する

こと。

入札回数は、２回までとする。

再入札となった場合の入札書提出期間は、

開札日翌日の午前９時３０分までとする。

なお、入札書提出後の入札辞退（撤回、引

き替えを含む）は認められない。

※紙入札（承認を受けたものに限る）の提出

場所は上記１に同じ

６ 工事費内訳書の

提出

（１）入札書の提出に併せて、入札書に記載されている入札金額に合致した工事費内訳

書を提出すること。

（２）工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、閲覧設計図書に示す

「見積参考資料」に記載した費目、工種、施工名称、数量等及び入札額の根拠とし

た単価、金額を明記すること。（ファイルはＰＤＦ形式で保存されたものに限る。）

（３）工事費内訳書の提出がない場合は、入札を無効とする。また、上記（１）及び（２）

の内容を満たさない場合は、工事内訳書の提出がないものとみなす。

（４）提出方法は、原則、電子入札システムによるものとする。

※紙入札（承認を受けたものに限る）の場合の提出時期は上記５とし、提出場所は上

記１とする。

７ 開 札 等
平成２８年 ４月 ８日（金）

        午前９時３０分

・開札場所は竹田市役所 契約検査室

・開札の立会は、竹田市電子入札立会要領による。

・再入札となった場合の開札予定日時は

４月１１日（月）午前９時４０分とする。

第４ 競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明

１ 説明の請求

競争入札参加資格がないと認められた者は、第８の３の（３）通知の日の翌日から起

算して７日（土曜日、日曜日及び祝日等の祭日は含まない。）以内に、契約担当者に対

して、競争参加資格がないと認めた理由についての説明を、書面（様式自由）を持参し

て求めることができるものとする。

なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。

提出場所は、第３の１に同じ。

２ 回   答

１の書面を提出した者に対する回答は、設定委員会の議を経たうえで、説明を求めた

者に対し、書面の提出を受けた日の翌日から起算して４日以内に、書面により回答する

ものとする。

第５ 最低制限価格又は低入札価格調査基準価格

１ 最低制限価格又は

低入札価格調査基

準価格

（ ） 最低制限価格

（ ○ ） 低入札価格調査基準価格

       竹田市低入札価格調査実施要領による。
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第６ 入札参加資格事項の共通事項

１ 入札参加制限の有

無
地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

２ 指名停止の有無

公告から開札予定日の前日までの間のいずれの日においても竹田市が発注する建設

工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要

領（平成１７年竹田市告示第１００号。以下「指名停止要領」という。）に基づく指名

停止期間中でないこと。

３ 不渡りの有無

開札予定日以前３箇月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した

事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこ

と。

４ 倒産手続等の有無

商法（明治３２年法律第４８号）の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破

産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産の申立て、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）の規定に基づく申立てがなされていない者であること（会社更生法の

規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申

立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確

定した者を除く。）

５ 関連会社等の参加

本案件について、関連会社が入札に参加していないこと。

なお、関連会社とは、次のいずれかに該当する場合とする。

（１）親子会社と子会社の関係

    親会社が子会社に対し、株（出資金）の過半数を所有（出資）している場合に

限る。

（２）親会社を同じくする子会社同士の関係

    親会社が子会社に対し、株（出資金）の過半数を所有（出資）している場合に

限る。

（３）協同組合等とその構成員（組合員）等の関係

    協同組合等及び構成員（組合員）等のいずれもが、市の入札参加資格を有して

いる場合に限る。

※上記に該当する関連会社同士が入札に参加した場合は、参加したすべての関連会社

に

対して、指名停止措置要領に基づく指名停止をすることがある。

また、参加したすべての関連会社の行った入札は無効とし、いずれかが落札候補者と

なった場合は、次順位者を落札候補者とする。



6

第７ 資格証明資料等

１ 作成方法等

（１）施工実績

第２の４に掲げる資格があることを判断できる同種の施工実績を別記様式２に記載

すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は１件でよい。

（２）配置予定の技術者

第２の５に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及びその同

種の工事の経験を別記様式３に記載すること。なお、配置予定の技術者として複数の候

補技術者の資格等を記載することもできる。

また、同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定の技術者とする場合において、

入札後に配置予定の技術者が配置されないこととなった場合は、開札予定日時（低入札

価格調査を行う場合は、落札決定の前）までに発注者に対し、その旨を記した書面（任

意様式）を提出（開札後の書面の提出は受け付けない）すること。

なお、この場合の入札は無効扱いとする。

また、前記書面を提出することなく、落札（予定）者となり、配置予定の技術者を配

置することができない場合（病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ない場合

を除く。）は、指名停止要領に基づく指名停止を行う。

（３）契約書の写し等

  ア （１）の同種の工事の施工実績及び（２）の配置予定の技術者の同種の工事の

経験として記載した工事に係る契約書の写し（当該工事が、共同企業体によるものの場

合は、共同企業体協定書の写しを含む。）並びに第２の４企業の施工実績に掲げる条件

を満たす工事であることを判断できる書類（設計図書のうち当該部分が記載されてい

る箇所の写し等）を提出すること。

  イ 当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」

（以下「ＣＯＲＩＮＳ」という。）に登録されている場合は、アに掲げる書類に代えて、

ＣＯＲＩＮＳに係る一般データ及び技術者データの写しを提供すること。（ＣＯＲＩＮ

Ｓにより、第２の４に掲げる条件を満たす工事であることが確認できる場合に限る。）

（４）現場代理人・主任（監理）技術者通知書の控の写し等

  ア （２）の配置予定の技術者の同種の工事の経験として記載した工事に係る主任

（監理）技術者通知書の控えの写し等を提出すること。

イ 当該工事がＣＯＲＩＮＳに登録されており、かつ、当該工事に主任（監理）技

術者として従事したものの場合は、アに掲げる書類に代えて、ＣＯＲＩＮＳに係る一般

データ及び技術データの写しを提出すること（ＣＯＲＩＮＳにより、当該工事に現場代

理人又は主任（監理）技術者として従事したことが確認できる場合に限る。）

ウ 現場代理人としての経験による場合は、当該工事に従事していた時に主任（監

理）技術者の資格を有していたことが確認できる書類を併せて提出すること。

（５）免許の写し等

第２の５に掲げる資格を有することを証明する書面の写し（監理技術者にあって

は、監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習修了証の写しを含む。）及び開札予

定日前３箇月以上前に雇用された者であることを証明する客観的資料（健康保険被保

険者証）の写しを提出すること。

（６）経営事項審査における総合評定値通知書の写し

   第２の３に掲げる経営事項審査における総合評定通知書の写しを提出するこ

と。

２ 留意事項

（１）資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

（２）競争参加資格に係る様式の未提出又は提出された資料で競争参加資格を有してい

ることが確認できない場合は、入札を無効とする。

（３）提出された証明資料は、競争参加資格の確認以外に使用しない。

（４）提出された証明資料は、返却しない。

（５）証明資料に関する問合わせ先  第３の１に同じ
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第８ その他の事項

１ 入札保証金及び契

約保証金

（１）入札保証金  免除

（２）契約保証金  納付

    ただし、利付国債の提出又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって

契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保

証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除す

る。

２ 開札の立会い

（１）入札参加者のうち希望する者は、開札に立ち会うことができる。

（２）開札時に立会者となるべき者がいない場合は、当該入札に関係のない職員を立ち

会わせなければならない。

（３）詳細は「竹田市電子入札立会要領」による。

３ 事後審査及び落札

者の決定方法

（１）開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し

入札を終了する。

（２）入札終了後、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者の申

請書類等及び積算内訳書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を満た

していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を満た

していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込み

をした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者（以下「次順位者」とい

う。）の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とするものとする。（な

お、次順位者が、競争参加資格を満たしていない場合には、順に同様の手続を行

う。）

（３）（２）により競争参加資格を満たしていない者が行った入札については、無効と

し、その結果を通知する。

（４）落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して２日（土曜日、日曜日及

び祝日等の休日を含まない。）以内に行うものとする。ただし、最低入札価格者が

競争参加資格を満たしていない場合又は低入札価格調査を実施する場合は、この

限りでない。

（５）（２）の審査により、落札者が決定した場合は、直ちに入札参加者に対し通知を

行うとともに、当該入札結果を公表するものとする。

４ 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、資料に虚偽の記載をした者のし

た入札及び入札開始前の注意事項、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効

の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

また、この入札において談合情報が寄せられ、以下により談合があったものと認定さ

れた場合（談合情報と落札予定者が一致している場合で、次の(１)から(４)のいずれか

に該当する場合）は、当該入札を無効とし、原則として当該入札参加者を排除する旨の

要件を加えた上で再度公告を行うものとする。

(１) 落札予定金額（率）が入札結果と一致している場合。

(２) すべての入札参加者（特定建設工事共同企業体にあってはその組合せ）が入札結

果と一致している場合。

(３) 入札結果の落札予定金額（率）との差額が僅少で、入札結果又は工事費内訳書に

  不自然な事実がある場合。

(４) その他談合の事実を示す具体的な物証又は証言がある場合。

５ 契約に係る契約保

証金及び前払金

契約については、契約の保証の額を請負代金の１０分の１（低入札価格調査を受けた

者との契約については１０分の３）以上とする。また、前払金においては請負代金の１

０分の４（低入札価格調査を受けた者との契約については１０分の２）以内、中間前払

は請負代金の１０分の２以内とする。
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６ 再苦情の申立て
第４の２の通知を受理した者であって、回答書による説明に不服がある者は、契約担

当者を経由し、市長に対して再苦情の申立てを行うことができる。

７ そ  の  他

（１）当該工事請負契約の締結は、地方自治法（昭和２２年法第６７号）第９６条に規

定する市議会の議決事項であり、当該入札の落札決定後、落札者との間に仮契約を

締結し、議会議決後本契約となるものである。

（２）資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置に基づく指名停止を行う

ことがある。

（３）契約担当者は、入札後、落札決定をするまでの間に落札予定者が次のア又はイの

いずれかに該当した場合は、当該落札者の行った入札を無効にするものとする。な

お、イの要件のうち第２の５に定める配置予定技術者に係る要件を満たさなくな

った場合は、第７の１の(１)により取り扱うものとする。

  ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けたとき（要領に基づく指名停止

措置要件に該当するに至った場合を含む。）

  イ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。

（４）契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が（３）のア又はイのい

ずれかに該当した場合は、落札決定の取消しを行うものとする.

（５）契約担当者は、契約締結後において、契約者が（３）または（４）に該当してい

た場合は、契約の解除を行うことができるものとする。

（６）落札者（落札予定者、最低価格入札者、契約者を含む）は、入札後に（３）のア

又はイのいずれかに該当した場合は、契約担当者に速やかに申し出ること。

   また、（３）、（４）及び（５）による入札の無効又は落札決定の取消し若しく

は契約（仮契約を含む）の解除等に伴う損害賠償について、契約担当者はその責を

一切行わないものとする。

（７）竹田市契約事務規則第２９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者

となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約をすることが

公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める

ときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の

価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

（８）本工事に係る下請負契約については、竹田市内に本店を有している者を優先して

活用するように努めること。
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別紙資料１

入札に当たっての注意事項

１ 紙入札で参加する場合は、次の各号に注意すること。

（１）事前に発注者の承認を得ること。※詳細は竹田市電子入札運用基準による。

（２）代表者以外の者が入札に参加する場合は、委任状を提出すること。

（３）代理人が入札する場合は、入札書に代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押すこと。

２ 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(１) 公告に示した競争参加資格要件を満たしていない者又は虚偽の申請を行った者のした

入札

(２) 競争入札に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認

められる者のした入札

(３) 同一の入札について、二以上の入札をした者の入札

(４) 同一の入札について、二以上の入札者の代理人となった者のした入札

(５) 入札金額の訂正に訂正印のない入札

(６) 入札金額、住所、氏名、押印その他の入札要件を認定し難い入札

(７) 工事費内訳書を提出しない者のした入札

(８) 郵送による入札

３ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する額

を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

をもって落札額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入

札書に記載すること。

４ 入札者は入札書の提出に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。なお、辞退

を理由として、以降の入札について不利益な取扱いを受けるものではない。

５ 工事費内訳書の提出

（１）入札書の提出時に併せて、入札書に記載されている入札金額に合致した工事費内訳書

の提出をすること。

（２）工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、閲覧設計図書に示す「見積

参考資料」に記載した費目、工種、施工名称、数量等及び入札額の根拠とした単価、金

額を明記すること。

  （ファイルはＰＤＦ形式で保存されたものに限る。）

（３）工事内訳書の提出がない場合には、入札を無効とする。また、上記（１）（２）の内容

を満たさない場合は、工事費内訳書の提出がないものとみなす。


